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Ｒ７火山砂防事業効果啓発等検討業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長
平　田　　　遼
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和　７年１０月２９日

特定非営利活動法人土砂災害防止広報センター
東京都中央区日本橋中洲４番１１号

¥１１，９９０，０００－

¥１１，９９０，０００－

別紙のとおり



契約理由書 

１．業務件名 

２．履行場所 

３．契約の相手方 

Ｒ７火山砂防事業効果啓発等検討業務 

大隅河川国道事務所 

住 所：東京都中央区日本橋中州４－１１ 

会社名：特定非営利活動法人 土砂災害防止広報センター 

電 話：０３－５６１４－１１１４ 

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第三号 

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 

１）当該業務の目的

本件は、国土交通省の火山砂防事業や火山防災対策を全国に発信するため、火山砂防事業効 

果啓発プログラムの構成と内容等を検討するものである。 

２）業務の内容

計画準備 一式、資料収集整理 一式、火山砂防事業効果啓発プログラムの検討及び調整 一式、

桜島直轄砂防事業に関する広報資料作成 一式、桜島国際火山砂防センターにおける展示内容の検

討及び更新 一式、報告書作成 一式、打合せ協議 一式 

３）契約に付する理由

特定非営利活動法人 土砂災害防止広報センターは、企画競争の実施についての通達に基づき企

画提案書を提出された。

企画提案書を審査した結果、本件を遂行するために必要な実績、実施方針及び評価テーマ「「火

山砂防事業効果啓発プログラムの検討及び調整」及び「桜島国際火山砂防センターにおける展示内

容の検討及び更新」を行う上での留意点と工夫について」に係る技術力を備えていると判断される。

特に評価テーマの「「火山砂防事業効果啓発プログラムの検討及び調整」及び「桜島国際火山砂防

センターにおける展示内容の検討及び更新」を行う上での留意点と工夫について」に対する企画提

案について、与条件との整合性が高く説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、

優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号により、上記 

契約の相手方と契約を締結するものである。 

（契約理由書作成者） 

大隅河川国道事務所 工務第一課長 


